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自治会・町内会館整備費
補助・融資手続きの手引き
（改訂版）
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平成２０年４月

横浜市市民活力推進局

自治会･町内会館は、その自治会･町内会の活動の拠点となる身近な施設であり、会員の総意によって、会員自身が建設するものです。

横浜市では、自治会･町内会が建設する自治会･町内会館の整備に関する経費に対して、その一部を助成しています。

この冊子は、自治会・町内会の皆様が、会館の建設やその後の整備について検討する際、建設や整備が順調に進むように、具体的な留意事項、課題とその対策、また、トラブルの事例やよくあるご質問をまとめるとともに、横浜市の会館整備に関する助成制度を利用する場合に必要な事項をご案内するものです。

自治会・町内会の実情等を考慮し、会館建設や管理に係わるトラブルを避け、会館の建設がスムーズに行われ、皆様の自治会町内会活動の拠点として有意義に利用されるようにしてください。
なお、会館建設を検討・計画する場合には、あらかじめ各区役所の地域振興課にご相談ください。
また、会館建設・整備の際には、本市が取り組む「横浜市環境方針（ＩＳ０１４００１）」の取り組みを配慮し、環境負荷を減らすようご協力お願いします。
※　会館整備費補助申請に必要な手続きや書類等を確認していただくために、必要に応じて、次の資料・書類も併せてご覧いただきご確認ください。

１　自治会・町内会館整備のための建設費の補助・融資制度と法人化のご案内
２　補助手続きフロー図
３　会館建設・整備をスムーズに進めるために
（自治会・町内会館整備費補助・融資手続きの手引き） →この冊子です。

４　自治会町内会館整備のための融資のしくみ（平成１８年５月）

　　　→整備費の融資を検討している自治会・町内会は必ずご覧ください。

　５　地縁による団体の認可（自治会町内会の法人化）の手続き

お問い合わせ先

各区役所地域振興課

市民活力推進局地域活動推進課  　　６７１－２３１７・２３１８

ホームページ
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/tishin/index.html
　　　

＜融資制度＞

　実施している各民間金融機関
　株式会社　横浜銀行

　横浜信用金庫
　株式会社　神奈川銀行

会館建設･整備をスムーズに進めるために
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Ⅰ　起こりやすい問題

１　建設計画が自治会・町内会の会員に充分に周知されていないため、いざ建設の段階になってから、反対の意見が出される。
２　建設委員会等を設置して建設をする場合、建設委員会が建設の進行状況、取組み内容を充分に会員に知らせていないため、不信感を持たれたり、疑問を抱かれる。
３　建設の賛否を総会に諮るものの、そこでの決定を理由に反対者に充分な説明や、反対の内容を分析しないまま建設にとりかかり、以後しこりを残してしまう。
４　会館と隣接する居住者がいる場合、建設計画の充分な説明をせずに着工し、日照・境界・プライバシー等でトラブルが生じる。
５　建設費の負担を会員に依頼するときに、会員が建設計画を充分理解していないために不満や反対が生じたりする。
６　複数の自治会・町内会が共同で建設する場合、管理運営面の取り決めや経費の分担を相互に充分話し合っていないため、あるいは協定等を結んでいないため、トラブルが生じる。
７　建築協定のある地域で、その委員会へ充分に説明を行わないために、建設について同意が得られず、建設計画が暗礁に乗り上げる。
８　建設後の維持管理について、費用や手間がかかることにより増えた、会員の負担に対して、利用しない会員から不満が寄せられる。

９　会館の近隣の住民から、違法駐車・カラオケなどの騒音・ごみの問題などの苦情が起こる。

10　会館の利用方法について取り決めがないため、役員以外の会員が利用しにくいという苦情がおきる。
Ⅱ　問題解決のために…計画から完成までの自治会の対応

　

建設のための様々な問題は、自治会・町内会が自らの問題として解決していかなければなりませんが、あらかじめ上記のような場合を想定して計画を進めれば、会員の理解も得られ、トラブルも最小限にとどめることができると思います。

　　会館は会員の活動のための拠点となる、会員全員の財産です。ただし、将来にわたり会員が負担と責任を負うことでもあります。
会館建設計画の段階から常に、広く意見を集め、情報を公開し、無理のない建設計画をたてることが大切です。

この手引きは、計画から完成までの自治会の対応をまとめていますので参考にしてください。また、この間の資料が会館整備費補助申請手続きに必要な添付書類になりますので、留意してください。

１　会館建設（計画）の進め方について


自治会町内会の会館建設の意思決定は、団体の最高の意思決定機関である総会で決定するものです。役員会や建設委員会などで決定するものではありません。

  自治会・町内会で会館を所有することについて会員の意向を把握し、会館建設の必要性を会員相互が充分に意見交換し、相互理解が図れるようにします。
  また、会員に対して建設計画の初歩段階から、会館建設の必要性、会館の規模や建設費資金計画等を自治会・町内会の回覧版や広報紙などを利用して周知するようにします。
意思決定の手続きを民主的に進めるために、総会の議案事項を全会員に事前周知したうえで、会館を所有することの方針決定から最終の建設計画の確認（決定）まで、段階的に進めるようにします。
　参考　３　総会への準備について(Ｐ８)、４　総会の運営について(Ｐ９)　
（１）会館を所有（建設）することの方針決定（第１段階）
  自治会・町内会で会館を建設し、団体の活動拠点、財産としての会館を所有することについて会員の総意を確認するため、総会での意思決定（機関決定）が必要です。
　この段階では、あくまでも団体として会館を所有することの方針の決定です。

　このとき、建設委員会などの専門委員会を設置し、委任する場合は、あらかじめ委任する事項を決めておく必要があります。
　建設委員会等には、用地の取得、会館の規模や資金計画などの立案を委任するもので、最終決定権を委任するものではありません。
  総会の結果は、総会に出席していない会員に周知するようにします。

《具体的な留意事項》
①　会館建設計画の輪郭（素案）
役員会レベルで会館建設計画の進め方や問題点を洗いだし、整理したうえ、会館建設計画の輪郭（素案）を検討・作成します。
ア　建設の必要性があるのか。・・・・利用計画と利用規約の検討

イ　いつ、どこへ、どんな規模で、どのくらいの予算で建てるのか。

ウ　会員の負担はどれくらいになるのか。・・・・資金計画
エ　自治会・町内会として、どう建設を進めるのか。
オ　建設を進める場合の課題とその対策
②　会員のニーズの把握
　会館建設は一部の会員の意向で行うものではありません。会員アンケートを取るなどして、会員のニーズを把握します。

アンケートなどを取った場合は、アンケート結果を必ず会員に公表します。

③　会員への周知
会員に対しては、計画段階から会館建設の必要性、会館の規模や建設費資金計画等を充分に周知し、会員間で意見交換し、相互理解を図るようにします。
　このことが不足すると、役員に対する不信感、建設反対や役員の独断先行に対する批判が起こりかねません。
　　　建設委員会の検討経過を広報するなど情報はオープンにしておかなくてはいけません。会員はいつでも建設関係書類を閲覧できることが大切です。

　　

（２）会館建設計画案の決定（中間報告）

　　建設委員会等は、用地の取得に目処が立った時点で、会員に対して総会などで中間的な会館建設計画案を報告し、会館の規模・機能や資金の計画などの意思決定をするようにします。この意思決定をしたうえで、最終的な会館建設計画案を作成します。

　　この段階までには、会館建設予定用地に隣接する居住者に対して、会館建設計画案の概要を説明しておきます。また、隣接居住者からの要望などを考慮した会館建設計画案を作成するようにします。

　　こうした結果は、総会などに出席していない会員に周知するようにします。

　
　《ここで、ご注意！！　　PART１　無理のない資金計画を》
①　建設資金計画
　　会館建設は、その建設資金を会員が負担することになることから、会員数の変動など長期的に検討することが大切です。会館建設積立金など長期的な視野にたった自己資金作りを進め、安易な寄附金や借入金に頼ることのないよう建設計画を立てるようにします。

　また、建設後は会館の光熱水費など維持管理や修繕などにかかる費用は重くなりますので、その点も充分に検討してください。

  ②  借入金の利用
　　自己資金が少ない場合、借入金の利用が想定されますが、借入金の利用については、会員相互で充分意見交換して合意を得るようにします。
　借入金を利用する場合、その返済について、会員が将来的に返済の負担を負うことになりますので、会員相互で充分意見交換して合意を得たうえで、返済計画を立てるようにします。

　市の補助金を受けた会館は、担保に供することはできませんので、注意が必要です。

（３）会館建設計画案の最終決定（最終段階）

建設委員会等は、会館の規模・構造などを示す図面（設計書、平面図、側面図等）、用地取得費用や会館建設費用の資金計画及び借入金を利用した場合の返済計画を示し、最終的に会館建設を総会で意思決定します。

　総会までに、会館建設用地に隣接する居住者に対して、会館建設最終計画案を説明しておきます。また、隣接居住者から会館建設計画案に対して了解が得られるよう充分に調整を図ります。
　総会の結果は、総会に出席していない会員に周知するようにします。
《具体的な留意事項》
①　工事請負業者の選定
　工事請負業者は総会議決後に選定することとし、その選定方法は総会で取り決めておきます。必ず複数の業者から見積もりを取ります。
　　②　会館管理運営規定（案）
　会館の管理運営や利用方法について会員の意見を反映させるうえから、この総会の段階で自治会町内会館運営規定（案）を提示しておくようにします。

　参考　【資料３】　町内会館利用規約モデル（Ｐ41）　

２　会館建設用地の確保について 

会館建設の第１歩が建設用地の確保にあります。建設用地の目処が立ってから、具体的な建設計画案の立案に入るようにします。

会館建設用地は、自治会・町内会自身が確保するものです。したがって、本市では、自治会・町内会に対して、会館建設用地取得費用等の助成は行っていません。
  ただし、本市所有の用地（市有地）については、貸付要領に基づき、貸し付け可能な市有地を有償で貸し付けています。
《具体的な留意事項》
　　①　会館建設用地選定の目安
ア　会館用地として、その場所は適当か（利用しやすいか）
イ　自治会・町内会の区域内にあるか
ウ　土地の形状は、会館用地として適当か
エ　用地に隣接する居住者の理解を得られるか
　　②　市有地の貸し付け
　自治会・町内会の区域内に市有地があり、市有地の貸付希望がある場合は、各区役所地域振興課（保土ケ谷区は地域協働課）にご相談ください。
　なお、用地の利用調整のため、貸付可否の決定に日数を要する場合があります。
市有地の隣接居住者や会員から、会館建設反対のため市有地貸付の反対や市有地の他の事業への活用などの陳情があると、市有地貸付が困難になる場合があります。
  自治会・町内会の区域外にある市有地の貸し付けについては、当該市有地を区域とする自治会・町内会の同意が得られれば、貸し付け可能な場合もあります。
　　　　ア　標準貸付面積
　市有地の貸し付けは、500㎡未満の用地で、貸付面積は150～200㎡を標準としています。
イ　市有地の貸付条件（平成20年度）
　　　　　(ｱ)１㎡当たり15,000円の権利金（貸付契約時一括払い）及び１㎡当たり月額15円の使用料（年払い）を納めていただきます。

＊今後の権利金及び使用料の見直しについて

①権利金を現行１㎡あたり15,000円から20,000円に改定（1.3倍）

②使用料を現行１㎡あたり月額15円から１㎡あたり月額20円に改定（1.3倍）

　      ※経過措置（段階的引上げ）

	権　　　利　　　金
	使　　　用　　　料

	現　　行
	Ｈ20.10.1～
	現　　行
	Ｈ20.10.1～

	15,000円／㎡
	20,000円／㎡
	15円／㎡
	20円／㎡


　　　　　(ｲ)　貸付契約後６か月以内に会館工事に着工し、１年以内にしゅん工しなければなりません。
　　③　私有地の用地
　私有地の場合は、購入・借用のいずれであっても、自治会・町内会と土地所有者との協議で進めるものです。
　私有地を借用する場合は、有償・無償の貸付を問わず、長期間の借用が可能なことと併せて、地主との貸付契約を確実に締結することが重要です。
　　④　調整区域内の用地
　用地が調整区域内にある場合は、まちづくり調整局調整区域課にご相談ください。
⑤　建築協定締結区域内の用地
　建築協定が結ばれた区域内に用地がある場合は、協定書をよく確認します。
建築協定により、区域内に自治会・町内会館を建設できない場合があります。
　この場合、会館を建設しようとするときは、建築協定の変更が必要となり、協定を結んでいる者の合意が必要となってきます。

　建築協定については、都市整備局地域まちづくり課にご相談ください。

　　⑥　用地隣接居住者への説明
　その用地に隣接して居宅がある場合は、あらかじめ、居住者に対して会館の建設計画がある旨を説明したうえ、理解を得ておくようにします。
  特に、市有地を貸し付ける場合、隣接居住者から苦情・貸付（建設）反対の動きがあると、市有地の貸付契約が困難になる場合があります。
３　総会への準備について 

   　

総会は、団体としての最高の意思決定機関であり、規約・会則に基づいて開催されるものです。

　総会の開催にあたっては、総会開催日まで余裕をもって開催通知を発送し、議案やその資料も添付するなど、会員に対して、総会内容を事前に充分周知するようにします。
　また、会員が出席しやすい日時・場所などにも配慮します。
　こうしたことは、会館建設に係わる意思決定に限らず、日頃から自治会・町内会の民主的な運営を進めるうえからも大切なことです。
《具体的な留意事項》
　　①　準備すべき総会資料（会館建設計画案の最終決定）
　　　　ア　建設しようとする会館の規模・構造などを示す図面
　　　　イ　建設費とその調達の方法を示す資料
　　　　ウ　アンケート等の調査を行った場合は、その結果を示す資料
　　　　エ　会館の利用計画及び会館運営規定
　　　　オ　会館が建設される用地に関する資料
　　　　カ　その他会館建設について、総会にかけておくべき（提示しておくべき）資料
    ②　総会の招集権者
  総会は、規約・会則の規定に従って招集権限のある者の名で招集します。
　規約・会則に規定がない場合は、自治会町内会の代表者（会長）がこれにあたります。
　招集権限のない者が招集した総会の議決は無効となることもあります。
　　③　総会開催の通知
　会員に対する総会開催通知の発送は、開催日まで余裕をもって発送するなどして会員の出席者が多くなるようにします。
  規約・会則の規定によらない手段により招集した総会での議決やおよそ半数の会員に招集通知をしないで開催された総会の議決は、民主的な手続きを経た議決とは言い難いものです。
    ④　開催通知の内容
　開催通知には、議案やその資料も添付し、会員に対して、総会内容を事前に周知するようにします。
　総会の議決事項は、開催通知であらかじめ通知した事項であることに留意してください。そうしないと、通知事項を信じて出席しない会員を裏切り、表決に参加する機会を奪うことになります。

　　⑤　総会資料の工夫
　総会資料は、会員に理解し易いものとなるよう工夫するとともに、充分な理解が図れるよう、事前配布するようにします。なお、印刷経費を軽減するための方法として、詳細な資料は閲覧・回覧にすることも考えられます。
⑥　会館設計図面等
　図面等は、総会の中で変更になる可能性があり、議案として提示する図面は、会員に会館の平面図、規模、構造、方位、隣接居宅との関係などの概要がわかるものでよいのですが、後々会員から不審感を抱かれないように留意します。
  なお、詳細な図面がある場合は、会員の誰もが見られるよう配慮します。
　　⑦　総会資料の保存
　総会に提出した資料等は、後日の補助申請や市有地の貸付けに必要な添付書類となるので、整理したうえ保存しておきます。


《ここで、ご注意！！　　PART２　会の規約と総会》
自治会･町内会の総会は会員全員で構成されるべきで、自治会・町内会の規約が、班長会議や役員会などの決定を最高意思決定機関としている場合は、まず規約の改正を行う必要があります。

会員全員で規約の改正と改正した規約をもとに成立した総会で会館計画建設に関する意思決定をする必要があります。

　参考　【資料２】　自治会町内会規約モデル（Ｐ38）　

４　総会の運営について

　

自治会・町内会の活動や運営は、その会員をもって構成される総会の意思に基づいて行われるべきものです。そういった意味で全会員をもって組織される総会は、自治会・町内会における最高の意思決定機関です。

 会館建設は、自治会・町内会の運営に関する重要事項であり、総会においての議決すべき事項です。
　総会は、規約・会則にのっとり民主的に運営されることは勿論ですが、ややもすると規約・会則の規定が明確でないため、総会の成立要件や委任状の取り扱いなどで会員に疑問が生じる場合があるので、事前に検討のうえ取り決めておくようにします。
《具体的な留意事項》
①　総会運営の具体的な留意事項
ア　自治会・町内会の規約・会則にのっとり総会が成立しているか
イ　総会にかけておくべき議案を提案しているか
ウ　反対者に発言の機会を充分に与えているか
エ　強引に総会を進めていないか
オ　自治会・町内会の規約・会則にのっとった議決がなされたか

②　委任状の取り扱い
　自治会・町内会によっては、委任状の取り扱いについて、明確に定めていないところも見受けられますが、総会の定足数や委任状の取り扱いなどを事前に研究し、取り決めておく必要があります。
　　③　表決権の行使
  会員自らが総会に出席し、議決事項についての意見を表明することが基本です。
　しかし、総会に出席できない会員は表決権を行使できず、また、全会員の出席は、現実的ではありません。
　そこで、規約・会則によって禁止されていなければ、委任状により表決権を行使するようにします。ただし、規約・会則にやむを得ない場合や代理人の資格などの制限が定められている場合は、これに従わなければなりません。
　また、書面による表決権の行使も考えられます。
    ④　代理人の選任
　代理権の授与は、一般的には委任状の作成によってなされるのが通例です。
　規約・会則に代理権の授与は、委任状によってなされることが規定されている場合委任状のないものは無効とされます。
  代理権の授与は、開催日時や会議の目的たる事項の決まった特定の総会で、かつ、その事項に関してのみなされるものであって、委任状にもその旨を記載されていることが必要となります。受任者や委任事項が空白であるいわゆる白紙委任状については、総会成立の定足数を満たすための効力はあるとしても、議決の結果に効果をもたらすべきではないものです。
  代理人の資格については、規約・会則に特別の規定がない限り制限はなく、会員でなくても構わないものです。
　　⑤　総会の成立
　総会の議決が有効に成立するためには、総会そのものが有効に成立していなければなりません。つまり、規約・会則の規定によらない手段により招集した場合、およそ半数の会員に招集通知をしないで開催された場合や招集権限のない者が招集した場合などは総会そのものが成立せず、議決をしても無効な議決と言わざるを得ません。
  次に、総会の成立要件として、規約・会則に規定されている定足数を満たすことが必要です。この定足数には、規約・会則の規定で委任状・書面表決を排除していない限り、委任状をもって出席した代理人や表決の書面を提出した会員は、総会出席者として定足数に数えるものとなります。
  また、総会を開くことについての定足数は、開会の際に必要とされるのみならず、総会の継続のためにも必要とされ、総会の途中で定足数を満たしていない旨の指摘があれば、総会の継続は不可能となります。
　なお、規約・会則に定足数を規定していない場合、会員２人以上の出席があれば総会が開催され議決できるものと解されますが、少なくとも全会員の過半数の出席を要すると取り扱うことが妥当です。
　　⑥　議決の表決数
  総会の議決とは、規約・会則に規定されている表決数を満たすことが必要です。
  この表決数には、規約・会則の規定で委任状・書面表決を排除していない限り、
代理人の表決や書面表決を表決数に数えるものとなります。
  なお、規約・会則に表決数を規定していない場合、行使された有効投票の過半数をもって決するのが基本です。
  過半数の算定基準として、全会員数と出席会員数が考えられるが、全会員数としている場合は、算定基準日を明確にしておく必要があります。

　　⑦  総会の民主的な運営
　議案を審議していく過程で、反対の意見が出た場合でも、充分な発言機会を与え、特に反対の内容を充分把握することが大切です。反対意見にも様々あり、建設計画の若干の変更で賛成してくれる場合もあります。
　建設計画の変更を恐れず会員相互が充分話し合い、いわゆる「会員の総意」による会館建設のための工夫が必要です。
　会員が認めた会則による議決が、最終的には、「総意」として効力を発揮しますが、これをもって建設計画を強引に推し進めることで、トラブルが生じたり計画が暗礁に乗り上げる場合も少なくないので、慎重に進めていくことが必要です。
　　⑧  建設委員会の設置
　建設に際しては、自治会内に「○○自治会館建設委員会」等を設置して、会館建設計画全般を委任する場合がよくありますが、この場合も委員会等に委任する事項の内容を、総会の席で明確に説明し議決を得る必要があります。
    ⑨　工事請負業者の選定
　工事請負業者の選定についても、見積合わせやコンペ方式などの方法がありますので、工事請負業者の選定方法等を総会で取り決めておくことが望ましいものです。
　　⑩  会館の保存登記
　保存登記をどうするかは、あらかじめ総会で方針を決めておくようにします。
　自治会・町内会が、地縁による法人認可を受けて、団体名義で会館を登記することが望ましいものです。
　　⑪　総会議事録の作成(重要)
　総会の議事録は、後日の補助申請・融資の申し込み、あるいは市有地の貸付申請書に添付するものであり、補助、貸付けの要件に必要な事項の建物の規模、構造、資金計画（調達の方法）、建設の推進方法、会館利用計画などが提案され、審議されていることを記載するよう留意します。
　総会議事録の記載にあたっては、総会の成立、議案に対する質問要旨や回答要旨などは具体的に作成します。

　参考　【資料１】　議事録作成要領（Ｐ36）　

　特に、総会の成立、委任状の取り扱い、議案に対する賛成・反対の状況や最終的な団体の意思決定の状況などが確認できるよう作成します。
なお、議事内容の要約したものを会員に配布したうえ、原本、開催通知、事前配布資料及び当日配布資料等の閲覧が可能なようにします。

議事録に記載すべき主な項目
· 日時
· 会場
· 会員総数
· 出席会員数【内訳：本人出席、委任状出席（書面表決者）】
· 議案
· 議長の選任
· 総会成立の審査（本人出席者、委任状出席等の取り扱い）
· 議案の審議・議決（議案に対する質問要旨や回答要旨）
· 議事録への議長及び議事録署名人の署名及び押印
５　会館建設工事請負業者の選定について 

総会において会館建設が議決されると、具体的に会館建設を進めることになります。
　その第一段階として、会館建設の工事請負業者（以下「業者」という。）を選定することになります。
　業者選定の方法としては、見積合わせやコンペ方式などがあります。
　また、業者選定方法や見積合わせなどに参加させる業者の候補なども、総会において取り決めておくようにします。

《具体的な留意事項》
①　業者の選定
  業者の選定にあたって、会員から不信感を抱かれないよう、公明正大な業者選定をするようにします。そのためには、業者選定方法として見積合わせやコンペ方式などを採用することや、見積合わせ参加業者などについて、総会に諮ってあらかじめ決めておくようにします。
　業者の選定にあたっては、安易に地元業者だからといった特定の業者に片寄る事なく、数社による見積合わせ（入札）などをして、価格比較をするなど適正な建設費となるようにします。

　　また、建築基準法に基づく検査以外に、適正な補助金の支出のための建築費の審査制度がありますので、審査に必要な書類等の提出や現場検査への立会い等の協力をあらかじめ確認しておく必要があります。

　参考　Ⅴ　会館工事請負業者の留意事項（Ｐ17）　

　　②  特別代理人による契約
　業者を選定するとき、自治会・町内会の代表者と業者が同一人にならざるを得ない場合は、自治会・町内会は特別代理人を選任して契約締結するようにします。
　　③　業者選定・工事請負契約の時期（重要）
  総会で取り決めた業者選定方法により業者を選定し、横浜市に対して会館建設費用の補助申請をすることになりますが、自治会・町内会と業者とは、会館建設補助決定通知書受領後に工事請負契約を締結しなければなりませんのでご注意ください。
　　④　建設業許可の確認
　業者を選定するにあたって、適正な建設業許可の業者であるかなど資格の確認をするとともに、契約締結後に建設業許可の証明(写し)を徴するようにします。
    ⑤　工事代金の支払い
　工事請負契約の締結にあたって、工事代金の支払期日を設定するとき、融資は補助決定後に融資手続きをし、金銭消費貸借契約締結後に資金受領することにご留意ください。


《ここで、ご注意！！　　PART３　契約における支払い時期の特例》
補助金は会館が完成してから、建築基準法に基づく検査後に、審査委員会の現地審査を行い、補助申請通りに工事がなされたかを審査し、審査決定をうけてから補助金額の決定を行います。その後、町内会から補助金の請求手続きをしていただいてから支払われますので、引き渡し時に精算金として残額を支払う通常の工事とは異なります。

補助金を受けて建設･整備される会館の工事の支払い時期については、融資金を中間金に充て、補助金を最終清算金に充てることが一般的です。『補助金交付後１週間以内に清算金を支払う』旨の特約を設けるなど、ご留意ください。
６　会館建設会計の明瞭化について 


会館建設費の会計処理は、会館建設費用の流れを明確にするため、専用の会館建設会計を特別会計として設定したうえ、会館建設会計専用口座を開設するようにします。
《具体的な留意事項》
　　①　特別会計の設定
　会館建設にあたっては、専用の会館建設会計を特別会計として設定します。
　また、会館建設費用の流れを明確にするため、会館建設会計専用口座を開設します。
　　②　監査機関の設置
　会館建設会計の内部監査機能強化のため、会館建設会計を専門に監査する機関を設置するものとします。
　総会などに会館建設会計の報告をする際、事前に会計監査を実施し、その監査結果を監査から報告します。
　　③　会館建設会計の報告
  会館建設しゅん工後、速やかに会員に対して会館建設決算報告（領収書等添付）を行います。
　また、しゅん工後直近の総会に会館建設決算報告並びに監査報告をします。
 
 ７　会館の建設について 

総会における会館建設の議決があったとしても、そのことを理由に強引に建設を進めてはならないものです。

特に、建設予定地に隣接する居住者に対しては、建設計画の段階で工期・規模・構造等の充分な説明と協力要請をすることは勿論、建設工事着工後や完成後の管理運営上も充分な配慮が必要であることに留意してください。

《具体的な留意事項》
    ①　建設工事着工の時期
　会館建設工事は、会館補助の申請後、区長の補助決定があってから着工することに留意してください。
　　②　隣接居住者への協力要請
　総会の議決を理由に、隣接居住者の声をきかず強引に建設を推し進めないようにしてください。会館は、建設中のみならず建設後も集会施設として常時使用されるものであり、隣接の居住者の方へは建設計画（工期・規模・構造等）を充分に説明したうえ、建設への理解と協力を求めるようにします。

隣接居住者の意見や要望は、会館管理運営規定に反映させするようにします。

③　建設設計の変更
　会館建設は、建設途中での設計変更や現場の状況や業者の都合、天候などによって、当初の計画どおりに進まない場合があります。
　総会の議決と異なる状況が生じた場合、設計変更の事由や進行状況も含めて、その旨を会員に対して周知・説明し、了解を得るようにします。
　設計変更の内容によっては、新たに経費の支出を伴う（会員の負担増）など、会員に対して説明を要する場合があります。また、追加工事契約の締結も必要となってくる場合もあります。
★工事の変更がある場合は、必ず区へお知らせください。補助金について変更申請が必要な場合もあります。補助金の変更申請をせずに追加工事をした場合には、補助額の増額はできないことに留意してください。
　　④　会員への広報
　建設の進行状況を、適宜会員に周知しておくようにします。
★準備の段階から完成までの工事現場の写真等や、打合せ･広報の記録を作成することをおすすめ

します。
 ８　しゅん工後について


会館完成後の管理運営や会館の保存登記をどうするかなどは、あらかじめ総会で管理運営規定や方針を決めておくようにします。
  会館建設費の会計報告は、会員に対して会館完成後速やかに広報などで決算報告を行うようにします。
　また、会館完成後の直近の総会に最終の会館建設決算報告及び監査報告をするようにします。

《具体的な留意事項》
　　①　会館の管理運営
　会館は、会員の総意により会員が建設するものであり、その管理運営についても充分話し合い、会員の意見を反映させ、会館管理運営規定（会館利用規約）を定め、管理運営するようにします（補助金の申請の際に必要です）。
　　②　隣接居住者の方への配慮
　隣接の居住者の方へは充分な理解と協力の要請をし、あらかじめ了解を得ておきます。
隣接の居住者の方に騒音、プライバシー、車での来館などで迷惑がかからないようあらかじめ協議するなど、会館の管理運営上の配慮をすることが大切です。
    ③　会館建設費の会計報告
　総会等で会員に対して最終の会館建設決算報告（領収書等添付）をします。
　また、監査報告をします。
　　④  会館の保存登記
　自治会・町内会が、地縁による法人認可を受けて、団体名義で会館を登記することが望ましいものです。
　保存登記をどうするかは、あらかじめ総会で方針を決めておくようにします。
⑤　建物の一部を購入した場合など、あらかじめ補助の要件として、建物の登記簿謄本の提出が必要な場合などがあることに注意してください。
Ⅲ　横浜市の補助・融資手続きについて 
　会館建設･整備のために補助金や融資を希望する場合には、各区役所地域振興課（保土ケ谷区は地域協働課）に相談してください。また、詳細は「自治会町内会館整備のための融資のしくみ」をご参照ください。

なお、予算の計画的な執行のためにも計画が具体的になった段階でご相談いただくことが必要です。

融資を利用できる自治会・町内会は、法人化をした自治会･町内会になっています。
なお、補助申請、融資手続きは工事着工前（工事請負契約締結前、購入の場合は売買契約締結前）に行うことに十分注意してください。
※提出書類は、【資料４】会館補助・融資関係提出書類チェック表（Ｐ43～44）と
【資料５】補助申請・変更申請添付資料（Ｐ45）を参照。
（１）補助申請手続き
ア　補助の決定【契約･着工前】
区長は、自治会・町内会から提出された補助申請書を受理後、整備に要する経費の内容等を審査（注１）したうえで補助の可否を決定します。
　審査の過程で、審査書類の内容について再確認させていただいたり、場合によっては、建築基準法に定める確認申請に必要な書類以外の図面、仕様書や、見積書の内容を確認する資料などの提出を求めることがあります。したがって、この点に関しても業者の選定には充分留意するようにしてください。

イ  補助金交付額の決定【竣工･工事終了後】
区長は、自治会町内会から提出された整備完了報告書を受理した後、整備完了検査（注２）に基づき、補助金交付の審査をしたうえで補助金交付額を決定します。
ウ　補助金の交付【支払い】
補助金は、補助金交付額決定後、自治会・町内会から提出される補助金請求書により支払われます。
（注１）補助申請時に提出していただいた書類に基づき審査させていただきます。
（注２）会館竣工後、現地を確認のうえ審査させていただきます。
（注１・２）審査を行う工事は、原則として新築及び補助予定額が200万円を超える工事の場合です。市民活力推進局及びまちづくり調整局の職員から構成される審査委員会により審査を実施します。


《ここで、ご注意！！　　PART４　補助金は税金です》
自治会･町内会館に対する補助金の申請手続きは、要綱や要領で規定されています。

また、補助金の請求のために市に対して提出される書類は、市の公文書として基本的に開示請求の対象になります。

補助金という公金が支払われる会館は、建築後も常に補助要綱に反する利用がなされないようにする必要があります。自治会・町内会館の利用規約に基づき民主的で適切な利用がなされるように常にご留意ください。
（２）融資手続き
ア　融資の申込【補助申請とは別に申し込みが必要です】
横浜市との協定に基づき融資を実施している民間金融機関に申し込みます。
　(ｱ)　株式会社　横浜銀行

　(ｲ)　横浜信用金庫

(ｳ)　株式会社　神奈川銀行
イ　融資の申込方法
(ｱ)　融資の申込は、法人化した自治会町内会の代表者が、この融資を取り扱っている金融機関に対して行います。

　　(ｲ)　融資を申し込む時期は、自治会町内会が横浜市の補助要綱に基づいて、会館に対する補助決定を受けた後になります。
　　　　詳しくは、融資の申込を予定している金融機関にお問い合わせください。

《ここで、ご注意！！　　PART５　融資を受けることに伴う責任》
自治会･町内会館に対する融資を受けることは、最長１０年もの返済義務を負うことになります。
法人化した町内会･自治会に、融資の申し込み資格を限定したのは、会長ではなく団体が返済義務を継承することが望ましいという趣旨です。

　補助金を受けた会館は、担保に供することは、補助要綱で禁止されています。

　この融資制度は、無担保ですのでこの点からも有利です。

Ⅳ　特別な会館

（１）複数の自治会・町内会による共同建設
①　建設委員会等専門委員会の設置
  各自治会・町内会の代表者などで構成される建設委員会等専門委員会を設置し、それぞれの自治会・町内会の意見を反映した会館建設計画案や建設計画の進め方など民主的な手続きで会館建設計画を進めてください。
　また、建設委員会等が各自治会・町内会の総会などに提出する資料を作成するようにします。
②　建設経費の負担
各自治会・町内会が負担する建設経費については、それぞれの自治会・町内会の実情に配慮した負担とするようにし、文書などで明文化します。
　③　会館の管理運営
　会館を複数の自治会・町内会の会員が利用することになるので、管理運営面の取り決めや管理運営経費の分担を相互に充分話し合って、会館管理運営規定を定めるようにします。
　また、維持管理等、日常の管理責任者を明確にするため、管理運営委員会などを設置するようにします。

（２）地区連合町内会館の手続き
地区連合町内会の手続きは、この要領に準じて進めるようにしてください。
建設委員会等の設置、各自治会・町内会の建設経費の負担金や会館の管理運営などの手続きは、複数の自治会・町内会による共同建設に準じて進めるようにしてください。
 また、機関決定は地区連合町内会の総会（会員全員）が原則ですが、各単位自治会・町内会の機関決定を受けた後、地区連合町内会として機関決定することなどの方法も考えられます。いずれにしても各単位町内会の会長だけで決定することがないようにする必要があります。

（３）区分所有者の団体の管理する集会所

マンションの管理組合が管理する集会室の修繕などの整備についての、自治会･町内会負担部分への補助金の交付については、管理組合の承諾や経費負担を確認するために管理組合の総会資料、予算･決算書などの提出が別途必要になります。

管理組合との協議を十分に行った上で、自治会・町内会の負担がある場合は、ご相談ください。
Ⅴ　会館工事請負業者の留意事項
補助金が支出される会館工事の審査制度

建築基準法に基づく審査以外に、補助金の適正な支出を目的に、自治会･町内会館整備費審査委員会の審査を行います。この審査は次の内容です。

①　建築確認申請後に自治会･町内会が区へ補助申請書類を提出しますが、区の補助決定の前提として、見積り書等整備費の内容審査を行います。

②　整備工事終了後の建築基準法に基づく検査後に、現地で審査委員による完了審査を行います。

　建築基準法上の建築確認に必要な書類以外に、審査に必要な書類の提出を求めることがありますので、業者選定の段階であらかじめ必要な書類について選定候補の業者にお渡しください。

いずれにしても、事前相談の段階で補助金という公金が支払われる会館の工事であり、自治会･町内会が行う補助申請等への協力について十分理解していただく業者を選定してください。

この審査は、自治会・町内会の補助申請や補助金額の決定と請求の前提となるものです。趣旨を理解していただき、原則として必要書類はすべて揃えていただくようお願いします。

ただし、業者がどうしても作成できない場合は、可能な範囲で書類を提出していただき、審査委員会等で提出が必要と判断した場合は、改めて区地域振興課から自治会･町内会の会長に提出を求めることになります。なお、この場合は通常より補助決定に時間がかかる場合があります。

　

　具体的には、次のような場合に注意が必要です。

１　見積書･仕様書などは、所定の様式に沿った内訳で作成するようにしてください。

　　（理由：審査委員会の審査票に対応した仕様になっているため）

２　工事の変更があった場合

　　図面･見積り書の再提出が必要になります。

３　完了検査

　　建築基準法に基づく検査が終了してから、審査委員会の完了検査を行います。

　　完了検査当日は立ち会いをお願いします。

《他の留意事項》

見積合わせをした他業者の見積を参考にする場合があります。

　自治会・町内会が提出した文書はすべて、公文書になります。




項　目

Ａ　補助対象

Ｂ　補助制度の手続き

Ｃ　補助金額の決定

Ｄ　会館の利用方法・規約

Ｅ　融資制度

Ｆ　外構工事

Ｇ　大規模修繕工事・バリアフリー工事

Ｈ　特殊基礎工事

Ｉ　購入

Ｊ　他団体と合同の会館

Ｋ　審査委員会

ご注意：よくあるお問い合わせへの一般的な説明をまとめたものです。

　　　　　　ご不明な点や具体的な問題については、お問い合わせください。

Ａ　補助対象
	Ａ－１　補助対象となる会館とは、どのようなものでしょうか。


自治会・町内会が所有し、地域住民の福祉向上に寄与するための活動の拠点として管理し利用する施設が補助の対象となる会館です。

要綱上、次のような施設は、補助対象となる会館ではありません。
① 自治会・町内会が維持管理をしていても、建物の所有者が自治会・町内会ではないもの
② 有償・無償を問わず、自治会・町内会が借り受けている建物
③ 最低３０名ほどの集会が可能な会議室・玄関・台所（湯沸かし室）・トイレを有していない施設
④ その他、法令・補助要綱に反する会館

例としては、倉庫として使われている建物・社務所と併設している会館などが対象外です。

	Ａ－２　一町内会で複数の会館を所有している場合は、補助を受けられますか。


自治会・町内会が複数の会館を所有していても、補助対象となる会館は一か所となります。

補助金を受けて整備された会館が他にある場合は、補助は受けられません。

	Ａ－３　補助対象になる工事費用にはどのようなものがありますか。


① 設計料・設計監理料　　② 建築工事費　　③ 電気設備工事費

④ 給排水・衛生・ガス設備工事費　　⑤ 空調設備工事費

⑥ 外構工事費　　⑦ 特殊基礎工事費　　⑧ エレベーター設置工事費

⑨ 倉庫工事費（別棟倉庫は不可）　　⑩ 会館名称板　　⑪ 消費税

注意１：⑦・⑧は、新築時に限ります。

注意２：補助対象になる経費でも、補助申請または着工後に変更申請をせずに、行った工事はすべて補助対象外です。

	Ａ－４　補助対象にならない費用はどのようなものがありますか


建物の建築費以外の経費は補助対象になりません（外構工事は例外）。
対象とならない経費で主なものは、次のような工事費や経費です。
① 土地に関する経費

土地の買収・借用経費、整地・造成費用、地質調査費
② 造園・植栽工事

③ 駐車場・駐輪場設置費
④ 擁壁工事費
⑤ 同一建物内で、会館以外の用途に用いられる部分の工事費
　　例：管理人居室・貸し会議室
⑥ 建物内の倉庫で御輿占用の部分や消防倉庫（別棟の倉庫・物置は対象外）
⑦ 家具類、電気用品等の備品（設備工事に含まれる冷暖房機器を除く）

⑧ 消火器・カーテン（カーテンレール設置、カーテンボックス工事は対象）

⑨ 新築の場合で、既存の建築物（建物・フェンス）の解体工事費・移設費
⑩ 不動産取得契約・登記手続きに関する費用

	Ａ－５　会館の看板について、決められていることはありますか。


補助金の交付を受けた会館には、必ず入口に看板を掲示してください（会館の入口に恒常的に必要な看板の設置に関する経費は、補助対象です）。
整備完了報告の際に提出していただく完成写真には、看板の確認できるものを一枚含めて

ください。
　会館の名称は、会の総意で決定したものであれば特に決まりはありませんが、自治会・町内

会名以外の名称でも、看板には自治会・町内会名を記載してください。
　　例　　
　　コミュニティーハウス○○
△△自治会会館
	Ａ－６　補助を受けた後、５年間は補助を受けることができないのですか。


大規模修繕工事以外は、補助要綱第６条で、５年間は補助を受けることができません。

ただし、特別の場合（災害等不可抗力で、会館が滅失・毀損した場合）は、補助申請ができます（補助要綱第７条　予算の範囲内という要件があります）。

	Ａ－７　既に会館を所有しているが、新たに会館を建設し補助を受けることはできますか。


ひとつの自治会・町内会に対して活動拠点となる会館である一施設を補助対象とし、他に補助金を受けた会館が存する場合には、新たな補助金は受けられません。

既に既存の会館で補助金を受けている場合は、二館目の会館を建設しても補助金は受けられません。
ただし、既存の会館が、補助金を受けずに自治会･町内会が建設・所有する物件であり、新たに整備する会館が完成した場合には、既存の会館は利用しないことなどが会の総意として機関決定されていることが証される場合には、補助対象となることは可能です。
また、既存の会館が補助を受けて建設されていても、土地の明け渡しを求められる場合や、会員数の大幅な増加など、やむを得ないと判断される場合には、既に交付している補助金の返還を前提に、新しく整備する会館を補助する場合もあります。
いずれにしても、補助金という公金を受けた町内会が、再度新築等を行う場合は、補助金の補助要綱の趣旨をふまえ、相当の理由と慎重な検討が必要です。
	Ａ－８　住宅管理組合管理の集会室で補助対象になるのは、どんな場合ですか。（特例）


分譲集合住宅などで、
① 入居者の大半が自治会・町内会の会員で、かつ、集会室の区分所有者であり、自治会・町内会と区分所有者の団体（管理組合など）の構成員がほぼ同一である
② 集会室を自治会・町内会活動に利用している
③ 自治会・町内会が整備費を負担して整備する
以上の要件をいずれも満たす場合に、自治会・町内会の所有に限るということの特例として、補助対象となる会館とみなし、整備費を補助します。
　　この場合は、自治会・町内会が行う集会所の工事についての区分所有者の承認及び経費の負担

についての確認が必要ですので、区分所有者の総会の議事録・予算書・決算書などを提出してい

ただきます。
あくまで、自治会・町内会活動の拠点としての整備に対する補助制度で、自治会・町内会が実際に負担する工事費について補助対象になるので、自治会・町内会が工事の前後に寄付を受け、実質的に自治会・町内会が負担しない工事費は補助の対象になりません。

	Ａ－９　年度末までに完成しないと補助は受けられないのですか。


市の補助金は、会館の竣工（整備終了）後に補助額の決定を行うものであり、翌年度に繰り越しはできません。
補助要綱第３条にも、『毎年度予算の範囲内において決定する』と規定しています。

その年度内に予算を確保して補助決定した会館が３月末までに完成しない場合は、改めて翌年度の予算の中から支出しなくてはいけません。年度末になって、工事の遅れ等によって整備工事が完了できないことなどの理由で、補助予定として確保していた予算が繰り戻されても、その年度の予算執行残となります。限られた予算の中では、他の自治会・町内会館の整備計画に支障がでる可能性もあります。
年度内に工事が終了しないことが確実な場合は、他の会館の整備を優先するなど、予算の効率な執行のために翌年度に補助申請を行っていただくこともあります。

会館の整備計画は、区役所と市民活力推進局と連絡をとりあいながら、全市的な執行計画を策定していますので、会館の整備予定については、常にご連絡・ご相談をしてくださるようにお願いします。

Ｂ　補助制度の手続き
	Ｂ－１　会館整備費補助制度がわかる資料にはどういうものがあるのですか。


区の地域振興課、市民活力推進局地域活動推進課で規定や概要をまとめたものをお渡ししています。また、市のホームページでもご覧いただけます。
１　根拠規定
横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱
横浜市自治会・町内会館整備費補助事務取扱要領


横浜市自治会・町内会館整備費審査委員会設置運営要領
２　資料
『自治会・町内会整備のための建設費の補助・融資制度と法人化のご案内』
　　『会館建設・整備をスムーズに進めるために（改訂版）』

ほかに、融資制度については、融資を実施している各金融機関へお問い合わせください。
	Ｂ－２　会館整備費補助を受ける自治会・町内会が、会計上特に求められる手続きにはどのようなものがありますか。


会計を明確化するため、自治会・町内会には、
　① 会館建設会計を特別会計とし、会館建設会計専用口座を開設すること。
　② 会館建設会計を専門に監査する機関を設置し、通常の監査とは別に行うこと。
③ 会館竣工後の総会において決算報告及び決算監査報告を行うこと。
④ 集合住宅の場合、区分所有者の団体の会計との明確な分離を行うこと。
　などが求められます。
なお、補助申請時や完了報告時には区役所に通帳を提出していただき、確認を行います。
特に、会館建設費用に係る金銭の流れ（工事請負業者への支出等）など本市補助金に関わる部分については、必要に応じて詳細な資料等を求めることがあります。
	Ｂ－３　会館整備費補助をうける会館が、特に必要な手続きにはどのようなものがありますか。


① 火災保険に必ず加入すること
② 会館の利用規約を制定すること
などがあります。
	Ｂ－４　総会の議事録が必要なのはなぜですか。


会館は、自治会・町内会の会員の総意に基づいて建設されるものです。
会館建設計画については、自治会・町内会の民主的な手続きによって決定されているものと考えています。
　このため、補助申請にあたっては、総会議事録等の提出により団体の機関全体の意思決定の確認を行っています。
	Ｂ－５　総会の議事録以外に建設検討についての経過が判る資料が必要なのはなぜですか。


時折、いくつかの自治会町内会において、自治会町内会館補助金に関するトラブルが見受けられます。
これは、自治会・町内会における会館建設の意思決定、会館の利用方法の取り決め、資金計画の策定、竣工後の決算報告の確認、建設費用のチェックなどが、十分でなかったことが一因として考えられます。
そのため、補助金申請手続きにあたり、会の内部の意思決定や資金の流れを明確にするため、総会議事録に加え、建設に関する具体的な検討経過のわかる資料を求め、内部の意思決定を確認し、交付後の確認手続きをより厳格に行うことで、不測の事態を防ぎます。
	Ｂ－６　会館の建設費の補助申請に必要な書類は、公開されるのですか。


情報公開条例に基づく開示請求があった場合、開示の対象になります。
町内会・自治会の内部でも会員への情報提供を十分に行うようにしてください。
アンケートや説明会を実施し、回覧板や広報誌で周知するだけではなく、いつでも会館建設関係の書類は自治会・町内会の方が閲覧できるようにする必要があります。
	Ｂ－７　補助決定後、工事の途中で変更が必要になった場合の手続きは。


補助変更申請が必要になります。
① 変更申請書
② 変更内容

③ 変更の意志決定の経過がわかる資料・資金計画書（大きな変更の場合）
④ 変更図面
⑤ 見積書の写し　　などを提出してください。
※審査委員会（Ｋ－５）参照
Ｃ　補助金額の決定
	Ｃ－１　補助率が２分の１ということは、工事金額の２分の１が補助金額ということですか。


提出を受けた見積書などを審査して、対象外となる工事費を除いた補助対象工事費（消費税含む）の２分の１で、補助限度額が補助金の限度となります。
なお、補助金は１万円単位で、１万円未満は切り捨てます。
	Ｃ－２　新築補助の際の、面積当たりの補助単価制度とはどういうものですか。


当初の制度では新築補助は建設費用の２分の１で、補助限度額（現在は1,200万円）を限度としていましたが、次の理由から、さらに面積当たりの補助対象単価を設定しています。
① 会館の規模・内容にかかわらず補助額を決定することが、不当に建設費を上げ、ひいては不正を招く要素にもなりかねません。特に２つ以上の自治会・町内会が共同で建設する場合にさらに顕著になります。
② 建設費の高低は、団体間にアンバランスが生じる可能性があり、単価を設定することで、団体間の公平性が図られます。
③ 単価設定は会館建設の仕様の目安となり、市民にとってわかりやすい補助制度となります。
	Ｃ－３　新築補助の際の、面積当たりの補助単価制度による補助額の算定はどうするのですか。


新築工事の場合、補助対象工事費から外構工事費、特殊基礎工事費を除いた建設費用に対し面積当たりの補助対象単価を適用し、工事費の２分の１と比較して低い額を補助額とします。
《例》建築面積　100㎡　　本体補助対象工事費　23,000,000円
うち　外構工事費　　 1,000,000円 

　　ア：２分の１の算定
　　22,000,000×1/2＝11,000,000円
①

　外構　1,000,000×1/2＝500,000円
② ⇒補助額　11,500,000円（①＋②）…Ａ
　　イ：補助対象単価による算定
　  100㎡×94,500円＋1,000,000×1/2＝9,950,000円…Ｂ

　Ａ＞Ｂにより、補助額　9,950,000円　（１万円未満切り捨て）
	Ｃ－４　補助対象単価（補助限度額94,500円／㎡）積算の根拠は、どういうものですか。


補助対象単価の積算にあたっては、
① 標準的な会館建設費用を民間建築設計事務所が積算したデータ
② 民間住宅建設費用データのうち会館と類似したものを抽出したもの
③ 過去の自治会町内会館建設費用データ
　などを分析し、設定しました。

	Ｃ－５　補助対象工事と補助対象外工事が混在している場合、全体にかかる経費や値引き分などは、どう算定するのですか。


補助対象工事費と補助対象外工事費を確定し、経費は按分します。
なお、按分した経費をプラスした補助対象額に、消費税をかけます。
値引きがある場合は、同じように按分してマイナスします。
	Ｃ－６　改築と増築を同時に行うなど、複数の工事を行う場合の補助金はどうなりますか。


増築分と改築分など、それぞれの工事について、見積内訳書を作成してもらってください。
また図面上もそれぞれの工事内容が確認できるようにしてください。
それぞれの工事について、補助対象額を算定し、補助対象額の２分の１を合算して、一万円未満の端数を切り捨てて、補助金額を決定します。

Ｄ　会館の利用方法・規約について
	Ｄ－１　利用規約を制定する理由はなぜですか。

	会館が会員の負担で建設される共有の財産であり、かつ、公金としての補助金の交付を受ける施設として、適切な利用が行われることを目的に、会館利用規約を制定していただきます。


	Ｄ－２　利用規約を制定する方法と時期について


利用規約は、総会で制定することが望ましいと考えます。

利用規約は、補助申請の際に提出する利用計画書に添付していただきます。
	Ｄ－３　会館の利用規約にはどのような内容が規定されている必要がありますか。


具体的には、会館の名称・利用の申し込み方法・鍵の管理・清掃・利用料などを決めて、自治会・町内会の財産である会館を利用しやすいようにしてください。
参考：会館利用規約モデル（例）【資料３】参照
	Ｄ－４　会館を、会の活動以外の団体に貸すことは要綱に反するのですか。


補助要綱では、『補助金の交付を受けた団体は、交付団体の運営及び利用以外に、会館の全部または一部を貸し付けてはならない。』と規定しています。
利用規約に基づく貸付であり、あくまでも会館の一部の使用であれば、定期的なものであっても認められる場合もありますし、地域活動を活発にするという意味からも、地域のいろいろな団体に開かれた運営が期待されています。
ただし、一部の特例を除いて、常時事務所を置くような占用の状態は認められません。会館の外部には、町内会館の看板を設置することが必要となりますが、それ以外の団体の看板などが常設掲示されているような場合は市民からも誤解を招くので、撤去していただくことがあります。
個々の点は、区役所や市民活力推進局にご相談ください。
	Ｄ－５　会館の利用料を徴収することは、要綱第２４条に抵触するのではないですか


総会の意志決定で決定した規約に基づき、会館の使用に伴う光熱水費など会館の維持・管理に充当する範囲内であれば利用料を徴収することは、問題ないと思われます。
集会室のエアコンをコイン方式にするなどの工夫をしている会館もあります。

Ｅ　融資制度
	Ｅ－１　なぜ，法人化をしている必要があるのですか。


最長１０年間の債務の返済を行う責任を負うことになる融資を、会長個人が返済義務を負うのではなく、地縁による法人認可を得て、法人化した町内会としての団体が返済することが望ましいと考えられるためです。
	Ｅ－２　融資の手続きはどうすればよいのですか。


ア　融資の申込【補助申請とは別に申し込みが必要です】
横浜市との協定に基づき融資を実施している民間金融機関に申し込みます。

　(ｱ)　株式会社　横浜銀行

　(ｲ)　横浜信用金庫

(ｳ)　株式会社　神奈川銀行

イ　融資の申込方法

(ｱ)　融資の申込は、法人化した自治会町内会の代表者が、この融資を取り扱っている金融機関に対して行います。

　　(ｲ)　融資を申し込む時期は、自治会町内会が横浜市の補助要綱に基づいて、会館に対する補助決定を受けた後になります。

　　　　詳しくは、融資の申込を予定している金融機関にお問い合わせください。

	Ｅ－３　融資利率は、どうなっていますか。


各金融機関が定める所定の金利になります。

	Ｅ－４　すでに融資を受けている団体が、全額繰り上げ返済をし、法人化して借り換えを受けることができますか。


できません。
	Ｅ－５　法人化して融資を受けることは、自治会町内会にどのようなメリットがあるのですか。


融資のメリットについては、この融資制度は無担保であることが有利な点です。
補助要綱で補助を受けた会館は担保に供することは禁止されていますので、他の金融機関から融資を受ける場合は会館以外の担保を提供する必要があります。
融資以外のメリットについては、会の共有財産である会館などの不動産を、団体名で登記することができる点です。会の代表者名の登記は会長の交替のたびに変更登記が必要であったり、相続や債権・債務問題など不測の事態を招くおそれがあります。
	Ｅ－７　法人化の手続きはどうすればよいのですか。


地縁による法人認可制度は、区長が認可事務を行います。
詳細は、区地域振興課（保土ケ谷区は地域協働課）、市民活力推進局地域活動推進課にご相談ください。
※市民活力推進局のホームページでも手続きについてご説明しています。
Ｆ　外構工事
	Ｆ－１　補助の対象となる外構工事とは、どのようなものですか。


１　補助対象になる主なもの

① 塀（ブロック塀・アルミ製など）
② フェンス・門扉・門柱
③ Ｕ字溝
④ バリアフリー関係

ア 建物に接続する階段・手すり
イ 建物入口との段差解消のためのスロープ
ウ 昇降機（建物入口に接続するもの）
エ 点字ブロック
　オ 足元の確認のため、照明施設（自動点滅装置などの工夫も）
カ その他
車止めポール：駐車場用ではなく、外から車が入らないようにするためのポール
２　補助対象にならない外構工事
① 駐車場関係工事
② 駐輪スペース工事費
③ 整地工事
　④ 敷地と公道などの敷地外との段差を解消するスロープ・階段など建物に接続していない

もの
⑤ 既存の建築物の撤去工事費（増築・改築・大規模修繕では対象となる場合があります）
注意　判断の難しい場合などは、図面や写真、見積書・仕様書、現場確認などの方法で決定します。
	Ｆ－２　ブロック塀の工事など外構工事だけの工事でも補助対象となりますか。


会館工事と同時に行われる外構工事が補助対象になります。
新築工事の際と同様、外構工事分の見積もりを分けて作成してください。
	Ｆ－３　外構工事の補助限度額は、どうなりますか。


あくまで、外構工事は補助限度額100万円です。
	Ｆ－４　外構工事の補助金は、どう計算するのですか。


《例》補助対象となる大規模修繕工事が80万円、外構工事分が300万円の工事
補助金は大規模修繕工事分40万円＋外構工事分100万円で計140万円です。
Ｇ　大規模修繕工事・バリアフリー工事
	Ｇ－１　大規模修繕とは、具体的にどういうものですか。


改築の程度に至らないもので、会館の維持を目的とした修繕・改修工事費で、対象外となる経費を除いた工事費が100万円以上のものが、補助対象となる大規模修繕工事です。
主な内容としては、

① 屋根の修繕　　② 外壁の修繕  　③ 内装　　④ 建築物本体の修繕

⑤ 建築設備の修繕
建築設備の内容：電気設備工事・給排水・衛生・ガラス設備工事・冷暖房（空調）
設備工事（エアコン設置工事は対象になります。）
⑥ 建築物付帯設備の修繕（対象は建具、畳など）
　などがあります。

	Ｇ－２　補助対象になるバリアフリー工事には、どのようなものがありますか。


バリアフリ－のための工事とは、一般的には高齢の方や障害のある方が会館を利用する際に支障となる障害部分をなくすための工事などですが、広くお子さんや高齢の方がつまずいたり、転ばないような安全な仕様にする工事も対象にします。
１　建物内のバリアフリーの例
　全体的に、出入り口を広くし、段差をなくす工夫のための工事は対象になります。
· 玄関：段差がない入口にする、靴を履く台を設ける、明るい照明を付ける
· 廊下：車いすが建物の中で使えるように幅を広くする、手すりを付ける
· 階段：幅や踏み面（奥行き）を広くする（できればカーブした階段にする）
　　　　　　 滑り止め・手すり・足元灯等を付ける
· エレベーターを設置する
· トイレ：入口を引き戸へ変更する、腰掛け式トイレにする、手すりを付ける、

身障者用トイレを設ける
· 建具：開き戸を引き戸にする、敷居のレールを段差解消する、上吊り引き戸にする
· 洗面台・手洗い場：ペダル式のレバーにするなど
２　建物外のバリアフリーの例
　　→外構工事（Ｆ―１）を参照
	Ｇ－３　　バリアフリー工事だけでも補助の対象になりますか。


トイレの洋式化、階段の滑り止め工事などの工事で、会館の主要構造部の改造を伴う『改築』には該当しない工事であれば、『大規模修繕工事』として補助対象工事費総額が１００万円以上の工事でなければ補助対象となりません。
新築・増築・改築を行う場合に併せてバリアフリー工事をするのであれば補助対象になります。

Ｈ　特殊基礎工事
	Ｈ－１　特殊基礎工事とは、どのようなものですか。


１　特殊基礎工事とは、地盤や敷地条件により特殊な基礎工事を必要とする場合で、
① 斜面地で高低差のあるところに建設されるために必要な特殊な基礎工事
② 地盤が軟弱で改良を必要とする場合（河川敷、埋め立て地等）などで、杭打ちや柱状改良などの工事などが該当すると考えています。
２　なお、特殊基礎工事は、通常高額な費用がかかるため1,200万円の補助とは、別枠で補助するものです。
	Ｈ－２　特殊基礎工事が必要な場合の、補助申請手続きはどうすればよいのですか。


　会館用地が確定し、業者などから地盤・敷地条件からみて特殊な基礎工事が必要という場合は、まず区役所にご相談ください。特殊基礎工事による補助は通常の補助限度額と別枠補助の対象となるため、補助の可否で補助額が大きく変わり、自治会・町内会の資金計画等にも影響が生じるため、建物本体の補助に関する内容審査より早い段階で、地質データなどを提出していただき、特殊基礎工事が認められるかを事前に認定します。
	Ｈ－３　補助対象になる特殊基礎工事かどうかの認定は、どう行われるのですか。


特殊基礎工事が必要かを判断するために、
① 現地のボーリングデータ　② 現況写真　③ 検討している工事仕様・見積

などを提出していただき、審査を行います。
	Ｈ－４　特殊基礎工事の補助額の認定方法を教えてください。


１　特殊基礎工事の部分の見積もり書を提出していただきます。
　　補助対象特殊基礎工事費の２分の１・・・特殊基礎工事の補助額
２　１の積算が困難な場合、会館建設費用から特殊基礎工事費用分を抽出します。
抽出した特殊基礎工事費から一般基礎工事費（12,000円／㎡）を控除し、２分の１を別枠補助とします。（限度額300万円）

例　面積　100 ㎡      本体工事費　25,000,000円（うち基礎工事費5,000,000円）               外構工事費   1,000,000円
100 ㎡×94,500円＋1,000,000×１／２＝9,950,000円≦12,000,000円・・・①
{5,000,000円－(100 ㎡×12,000円)}×１／２＝1,900,000円・・・・・・・②
            →補助額（①＋②）は11,850,000円
	Ｈ－５　工事終了時の完了検査は、特殊基礎工事についてどのように審査するのですか。


特殊基礎工事については、業者に着工から基礎工事終了までの工事の内容・経過を日付が解るようにした上で、必ず写真撮影で記録してもらってください。
　区への整備完了届提出時にその写真を必ず提出してください。また、特殊基礎工事部分について、施工報告書を作成している場合は、その報告書を添付してください。
	Ｈ－６　地盤改良のための地盤改良材の使用や、人工地盤も特殊基礎工事として（別枠での）補助対象となるのですか。


　特殊基礎工事の一環として行われるのであれば、補助対象となります。
	Ｈ－７　複数団体により建設される会館において、特殊基礎工事の補助額の算定はどのようになるのですか。


特殊基礎及び外構工事費は、ひとつの建物に対して算定されますので、その補助限度額が団体ごとに適用されるものではありません。

	Ｈ－８　現在古い建物が建っているので、提出する地質データは近隣の土地のデータでよいですか。


建築予定地のデータが必要です。既存の建物を取り壊して、ボーリング検査などを行ってください。補助決定手続き後に工事請負契約を締結していただきますので、取り壊し工事については、建設工事とは別に契約してください。
　※撤去工事費は補助対象外です。

Ｉ　購入
	Ｉ－１　マンションなど建物の１室を購入する場合は、補助の対象となりますか。


① 施設面で、会館としての要件（Ａ―１を参照：集会室、トイレなど）を満たしていること。
② 建物の一部（マンションやビルの一室）を購入すると、区分所有者として登記することが必要ですから、自治会が・町内会が法人化していること。
③ 自治会・町内会名で建物の区分登記をすること。
④ 区分所有者の団体の総会等で、その建物の一室を自治会・町内会の集会所として利用することが了承されていること（区分所有者の団体総会などの議事録または、理事長の承諾書の提出を求めます）。
などの条件をいずれも満たす必要があります。
	Ｉ－２　マンションなどの建物の１室を自治会・町内会が購入する場合は、補助の対象となる経費は何ですか。


1  建物に対する補助制度であるから、契約書に建物分と土地分の額を明記することが要件です。さらに、その内訳金額の割合が、妥当であることを保証する資料として、
① 固定資産税評価額の写し
② 近隣の同等物件のデータ

③ 不動産鑑定士の鑑定書　などを提出していただきます。
２　補助金は、１平方メートル当たり補助金（94,500円／㎡）に延べ床面積を乗じて得た額と、建物分の費用の２分の１のいずれか低い方となります。このとき、１万円未満の端数は切捨てます。
　　ただし、補助金総額は、1,200万円が限度です。 

　　不動産仲介手数料は対象になりません。
	Ｉ－３　マンションの１室を購入する場合は、自治会・町内会が区分所有者となるのですか。


購入した自治会・町内会名義（法人化）で登記することが必要です。
	Ｉ－４　土地付き１戸建てを会館として購入する場合は、補助の対象となる経費は。


I－２と同じです。

	Ｉ－５　購入の場合は、審査委員会の審査がありますか。


購入にあたっては、内容審査は行いません。
Ｊ　他団体と合同の会館
	Ｊ－１　複数の町内会・自治会が新築する会館において、補助金の特例はありますか。


会館単位での補助制度ですが、新築時のみ、特例として自治会・町内会ごとに補助限度額を適用します。
増築・改築・大規模修繕の時は、特例はなく、通常の補助限度額になります。

特殊基礎・エレベーター設置工事費は、ひとつの建物に対して算定されますので、補助の特例の適用はありません。
	Ｊ－２　複数の町内会・自治会が建設したあとの、改築・増築・修繕などの場合は、補助金の特例はありますか。


建物に対する補助ですので（新築の際は特例）改築・増築の際の補助限度額は500万円、大規模修繕工事の場合は200万円までです。特例は適用されません。
	Ｊ－３　複数の町内会と合同で建設される会館において、どのような手続きが必要ですか。


総会で決定した工事費の負担額割合に応じて補助金をそれぞれの町内会に支払います。
補助申請の手続きは、次のとおりです。
１　町内会館建設費補助申請の際に個々の会からの提出が必要なもの
① 資金計画書（各町内会の分担に応じた内容が判ること）
② 整備について町内会の機関決定を確認できる議事録
　　③ 補助申請書　④ 規約　⑤ 役員名簿　⑥ 特別口座などの通帳の写し
２　町内会館建設費補助申請の際に共通して提出する書類
① 会館利用計画書及び利用規約　② 工事設計書　③ 見積書及び内訳書
④ 建物位置図・土地関係書類　⑤ 現場写真
⑥ 建築確認申請書類一式の写し（不要の場合もあります。）
⑦ 契約書　⑧ 建設業者許可証の写し　⑨ 整備着手届（連名）
注意：見積書・契約書などは、町内会の連名で作成するようにしてください。
	Ｊ－４　町内会以外の団体と合同で建設する会館は補助対象になりますか。


複数の自治会・町内会が建物を共有する場合は、いずれの団体も設立の趣旨・活動が同じであることなどから、それぞれの団体が補助を受けられますが、自治会・町内会以外の団体との合築の場合は、自治会・町内会が専用で管理し利用する部分の区分所有の割合が明確にされている必要があります。
目的の異なる他団体（自治会・町内会以外）との合築は占有部分を明確に区分しないと、補助を受けることはできません。
さらにその区分所有分には会館として必要な会議及び集会に必要な施設を備えていることが条件となります。この場合は、建築物の総面積と占有面積の割合に応じた工事費を基に補助金を算出しています。
Ｋ　審査委員会
	Ｋ－１　審査委員会はどのような制度ですか。


本市内部で組織した審査委員会は、市民活力推進局市民協働推進部長を委員長に、同地域活動推進課長・まちづくり調整局公共建築部企画管理課技術管理担当課長・同施設整備課担当課長で構成され、建設費用の内容審査を行います。
建築基準法に基づく検査とは別に、審査委員会の審査は、補助金を交付する建設工事費が適切であるか、補助申請通りに工事が行われたかを確認する目的で行われます。
補助申請時の書類審査と、整備完了時の現地での完了検査を行います。
· 横浜市自治会・町内会館整備費審査委員会設置運営要領
	Ｋ－２　すべての補助申請のあった工事に、審査が行われるのですか。


新築及び大規模な増改築（補助金額が200万円を超えるもの）の場合に内容審査を行います。また、自治会・町内会からの要望がある場合や、区長が必要と判断した場合も審査を行います。

	Ｋ－３　会館建設に伴う建設費用の内容審査は、どのように行うのですか。（補助申請時）


自治会・町内会から提出される工事設計書、見積書及び見積内訳書に基づき、建設費用の妥当性を確認します。
	Ｋ－４　会館建設に伴う建設費用の内容審査は、どのように行うのですか。（整備完了時）


区長から次の書類の提出があった後に、完了検査を行います。
① 基準法第７条第５項による検査済み証の写し
② 完成図面（補助申請時と変更がない場合は不要）
③ 請求書の写し
④ 完成後の現場写真（会館の看板付き）
審査委員が、現地で完了検査を行い、会館建設補助対象経費の工事の審査を実施します。
効率的な審査を行うために、自治会・町内会の方と設計業者・建築業者の方に現地で立ち会っていただくことをお願いします。
　注意：変更があれば必ず変更申請を行ってください。
	Ｋ－５　工事内容に変更があった場合は、審査委員会の再審査が必要ですか。


工事内容や、見積額に変更があった場合は、次の書類を区に提出してください。
① 変更箇所がわかる図面
② 変更部分の見積書と内訳書
③ 補助変更申請書

補助変更申請手続きをせずに、追加工事を行った工事には補助金は支払われません。
　　特に大きな変更があった場合は、資金計画の再提出が必要になります。補助金の変更についても再審査を行う場合があります。
いずれにしても、工事に変更がある場合は区に連絡してください。
	Ｋ－６　審査に必要な書類を請負業者が作成できないと言ってきた場合、どのように対応すればいいのですか。


あらかじめ、内容審査に必要な書類一覧をお渡ししますので、なぜ内容審査が必要なのかの説明をしていただいた上で、原則として必要書類はすべてそろえていただくようお願いしてください。ただし、どうしても工事請負業者などの都合で作成できない場合は、可能な範囲での書類を提出してもらい、審査委員会等において提出が必要と判断された場合には、改めて区役所地域振興課を経由して、自治会町内会に提出を求めます。

なお、この場合通常より補助決定に時間がかかる場合があることを事前に説明してください。自治会町内会が補助金を受けることは、公金が支払われることですので、工事を請け負う業者にはあらかじめ充分理解していただく必要があります。

	Ｋ－７　購入の場合は、審査はあるのですか。


購入にあたっては、内容審査は行いません。
（参考：購入の場合は建物部分のみが対象となるので、見積書等に建物・土地の価格がわかるよう記載してもらいます。）
　※購入（Ｉ）参照
	Ｋ－８　正式に審査を依頼する前に、相談・調整は可能なのですか。


補助対象経費となるかどうかなどについて、事前に相談に応じることは可能です。
ただし、建設費用の妥当性の判断は、あくまでも区長からの審査依頼に基づいて開催される審査委員会で行います。
	Ｋ－９　審査の結果、不適当（建設費が高すぎる）と判断された場合どのように対応すればいいのですか。資金計画等に影響が出るが、どのようにすれば良いのですか。


審査過程において建設費用の内容確認のため、再度書類を提出していただくこと等の対応が必要となります。それらの結果により不適当と判断されるケースがあった場合は、自治会・町内会の対応について個別に協議します。
	Ｋ－10　審査委員会で指摘される点はどういうことですか。


書類審査で、追加資料を求めた例としては、

・単価が高いと思われる場合に、カタログや見積合わせをした他業者の見積書

・見積書に記載されている設備が記載された図面

・外構工事図面の訂正　等があります。

完了検査での指摘事項としては

・図面や見積書・仕様書と異なる施工が行われている場合、変更申請手続きを求めます。

・審査外ですが、柵の設置など安全面での配慮を求める場合もあります。

自治会・町内会館整備費
補助・融資手続きの手引き
〈資料編〉

【資料　１】

議事録作成要領（例）
       平成○○年度△△自治会（町内会）総会議事録

１　日時 
    平成○○年△△月▽▽日午後◎時から午後●時まで
２　会場 
    ▲▲地区センター
３　総会当日会員総数 
    ○○人
４　総会出席者数 
    △△人
    内訳　本人出席者　　△△人
　　　　　委任状提出者　▽▽人
　　　　（書面表決者　　●●人）
５　議案 
 (1)　自治会（町内会）会館の建設計画について
＊建設計画は、会館建設の可否、会館の規模及び構造、利用計画・利用規約案

建設費並びに資金計画など
      （その他の議事についても記載する。）

(2) 法人化について

＊融資を希望する場合は、法人化した自治会（町内会）であることが必要です。

６　議長の選出（会則に基づき選出する。）
　　会則第○条により△△を議長に選任した。
７　総会成立の審査 
  会則第◎条により、総会当日会員総数○○人のうち、出席△△人、委任状▽▽人 （書面　表決▲▲）欠席▼▼人で出席者及び委任状提出者（書面表決者）の合計が◎◎◎人であり、総会定足数を満たし、総会が成立した。
８　議事録署名人の選出 
　　議長の△△及び会員の▽▽を議事録署名人に選出した。
９　議事の審議内容
 (1)　議案（提案）内容 
　　　議案内容を具体的に記載する。

 (2)　審議内容 
　　　質疑応答を具体的に記載する。
· 会館建設の可否

☆　会館の規模及び構造

☆　会館の利用計画・利用規約案

☆　建設費及び資金計画
　　☆　会館建設会計（特別会計）の設定
　　☆　会館建設工事請負業者の選定経過と選定理由
　　　などを記載する。
 10　議決の状況 
※　出席者及び賛成並びに反対には、委任状及び書面表決の数を計上します。
※　議決数と総会定足数とは、別の概念であることに留意すること。

　　特に、議決数には、対出席者数でなく「会員総数の４分の３以上の議決を要する。」と

いった特別多数の議決を要することがあることに留意すること。
 
　

　
  《議事録のチェックポイント》
１　会の規約・会則が『会員全員での総会』となっているかを確認してください。役員会が、最高意思決定機関になっている場合などは、まず規約改正が必要です。
２　総会が、会則にのっとり民主的に行われていることを確認すること。

３　会館建設については、会館建設の可否、会館の規模及び構造、利用計画、建設費並びに資金計画が具体的に議案提出され、審議されていること。
４　作成年月日は、議事録の作成日であるから議長及び議事録署名人が署名、押印した日となります。
【資料　２】
自治会町内会規約モデル（例）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　　定　平成○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最近改正　平成○年○月○日

○○自治会町内会規約（会則）

第１章　総則

　（名称及び事務所）

第１条  本会は○○会（以下「会」という。）と称し、事務所を○○町○○番地に置く。

  （区域）

第２条  会の区域は、横浜市○○区○○町の区域とする。

  （会員）

第３条  会の会員は、第○条に定める区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。

第２章　目的及び事業

　（目的）

第４条　会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。

　（事業及び組織）

第５条　会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置き、それぞれの事業を行う。

 (1)　総  務  部

 (2)　広  報  部

 (3)　渉  外  部

 (4)　防火防犯部
＊（部の数及び部の活動方針等は組織の大小並びに地域の事情によって異なると思います。)
(5)　保健衛生部

 (6)　福利厚生部

 (7)　交  通  部
＊（各部の事業内容も規定します。）
 (8)　体  育  部

 (9)　青少年部

 (10) 婦  人  部

 (11) 文  化  部

第３章　役員

（役員の選任）

第６条　会に、会長、副会長のほか次の役員を置く。

 (1)　理  事    若干名

 (2)　評議員    若干名

 (3)　会  計      ○名

 (4)　監  事      ○名

２　会長及び副会長は、総会において選任する。

３　理事、会計及び監事は、評議員のなかから総会において選任する。

４　評議員は、第11条の班長（組長その他）を充てる。

　（役員の職務）

第７条  会長は、会を代表し、会務を統轄する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

３　理事は、各部の事業を分任するほか理事会を構成し、理事会は各部事業の企画立案その他会の運営に関することを審議決定する。

４　評議員は、評議員会を構成し、評議員会は、会の運営上重要な事項を審査決定するほか、総会に付議すべき事項を事前に審議する。

５　会計は、会の会計を担当する。

６　監事は、会の会計を監査する。

　（役員の任期）

第８条　役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。

２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（役員の解任）

第９条  役員で規約に違反又は会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解任することができる。

第４章　顧問及び相談役

　（顧問、相談役）

第10条　会に顧問、相談役を置くことができる。

２　顧問、相談役は、評議員会の同意を経て会長が委嘱する。

３　顧問、相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

　（班及び班長）

第11条　会の区域を○○に分け、それぞれに班長を置く。

＊（班の名称は、「組」「区」「ブロック」でもよいと思います。）

第５章　総会

　（総会）

第12条　総会は、年一回会長が招集し、議長は、その総会において、出席した会員の中から選出

する。

２　総会は、次の事項を審議決定する。
＊（会の運営上基本的な事柄について審議します。）

 (l)　予算案、決算に関すること。

 (2)　役員の選任に関すること。

 (3)　規約に関すること。

 (4)　その他会務運営上必要な事項。

３　会長は、必要があるとき、又は会員の３分の１以上の要求があったとき、臨時に開催することができる。

４　総会の開催は、会員の２分の１以上の出席を要する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。

５　議事は、出席会員の過半数で決する。
＊（この条項については、代議員制度による審議方法も考えられます。）

　（理事会及び評議員会）

第13条　理事会及び評議員会は、本会の運営上必要があるとき、会長が随時招集する。

２　会議は、理事及び評議員の２分の１以上の出席を要する。

３　会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第６章　会計

　（経費）

第14条　会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

　（会費）

第15条  会費は、１世帯月額○○○円とする。

　（会計年度）

第16条　会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

第７章　附則

　（細則の制定）

第17条  本規約施行のため必要な細則は、評議員会の議決を経て会長が定める。

　（会則の改廃）

第18条  この規約の改廃については、総会において３分の２以上の同意を必要とする。

      附  則

　この規約は、平成○年○月○日から施行する。

 ※注意　この規約は、一般的な例を載せたもので、地方自治法の規定による法人格を取得しようとする団体は、別の規程が必要となります。

【資料　３】
町内会館(集会施設)利用規約モデル（例）
第１章   総    則

  （目  的）
第１条  この規約は、○○自治会(町内会)(以下「自治会」という。)所有の町内会館（横浜市○○区○○町番地所在）の運営を円滑に行うため設けるものである。
  （会館の呼称）
第２条  本会館は、○○自治（町内）会館（以下「会館」という。）と称する。
  （会館の定義）
第３条  会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく出資により設置した建物及びその他の付帯設備をいう。

 第２章   運    営
　（運営委員会）
第４条  会館の運営を民主的に行なうため、運営委員会（以下「委員会」という。）を組織する。
　（委員会の構成）
第５条  委員会の構成は、各専門部代表及びその他適任者により組織する。
２　委員会の定員は、○○名とする。
　（委員会の権限）
第６条　委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。
２　委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。
  第３章   会　館  使  用
　（利用申請）
第７条  会館の利用を希望する者は、所定の申請書により利用する日の○○日前までに委員会に申請するものとする。
  （利用許可）
第８条  会館の利用は、自治会活動に支障のない限り、許可するものとする。
ただし、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。
 (1)  騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。
 (2)  自治会の承認を得ない営利事業。
 (3)  その他管理上支障のある場合｡

（利用時間）
第９条　会館の利用時間は原則として次のとおりとする。

  午前○○時から午後○○時までとする。
ただし、委員会で認めた場合は、この限りではない。
第４章   そ   の   他

　（経費負担）
第10条　会館を利用する者は、光熱水費、水道料その他の経費を負担する。
　＊（利用料金の金額は、団体ごとに別に定める。）
２　料金の納入は、委員会に前納するものとする。
３　自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とし、その他委員会で特に認めたものは、免除又は減額することができる。
　（利用者の義務）
第11条　会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。
 (1)  利用責任者を決めること。
 (2)  利用時間を守ること。
 (3)  利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。
 (4)  火気使用には特に注意し、後始末を完全に行なうこと。
 (5)  利用終了後は、片付け及び清掃をすること。
 (6)  その他、委員会の指示に従うこと。
　（その他）
第12条  この規約に定められていない事項は、委員会で協議決定し、自治会役員会の承認を得るものとする。
２　この規約の改廃は、自治会総会の議決により定める。
  附　則
この規約は、平成○○年○月○○日から施行する。


【資料　４】

会館補助関係提出書類チェック表(1/2)
   団体名　　　　　　　　　　　　

	補

助

金
の
申
請
	項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目
	チェック

	
	☆建築確認通知書受領後に申請書類を区役所地域振興課へ提出してください。
（申請は工事着工前、購入の場合は売買契約締結前）

	
	 (1)  補助申請書（第１号様式）
	

	
	 (2)  町内会等の会則及び役員名簿
	

	
	 (3)　会館の整備についての意思決定を証する書面(議事録等)
	

	
	 (4)  工事設計書
	

	
	 (5)  工事請負業者が発行した見積書及び見積内訳書
　　（購入の場合は、平面図及び購入金予定額の明記された契約締結

前の売買契約書の写し）
	

	
	 (6)  自治会・町内会館利用計画書（第１号様式の２）・利用規約
	

	
	(7)　工事場所（建物）位置図（第１号様式の３）（案内図）
	

	
	(8)　資金計画書（第１号様式の４）
	

	
	(9)　土地図面（公図）《大規模修繕を除く》
	

	
	(10)　土地使用承諾書《大規模修繕を除く》

（土地の登記簿謄本等の提示をお願いします。）
	

	
	(11)  建築確認を要する工事については建築確認通知書の写し及び

建築確認申請書類一式の写し
	

	
	(12)  大規模修繕については工事箇所の現況写真数葉
	

	
	(13)  会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し
	

	
	(14)  その他区長から提出を求められた書類【資料５】
	

	
	
	

	契　約
	☆補助決定通知書受領後に契約締結し、締結後速やかに提出してください。

	
	 (1)  工事請負契約書の写し（購入の場合は、売買契約書の写し）
	

	
	 (2)  建設業者許可証の写し
	

	着工後
	☆整備着工後速やかに提出してください。

	
	 (1)　整備着手届（第４号様式）
	

	
	 (2)  現場写真数葉
	


会館補助関係提出書類チェック表(2/2)
   団体名　　　　　　　　　　　　
	事　項
	項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目
	チェック

	整 備 完 了 報 告
	☆整備が完了し、建築主事の検査済証受領後、速やかに提出してください。
　→審査委員会の現地審査を行います。

	
	 (1)  整備完了報告書（第６号様式）
	

	
	 (2)  請求書、請求内訳書及び完成平面図
	

	
	 (3)　会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し
	

	
	 (4)  完成に対する建築主事の検査済証の写し
	

	
	 (5)  完成（取得）建物の写真（全景、各部屋の写真各２枚。うち１枚　　は、会館の名称入りのもの）
	

	請求書
	☆補助金交付通知書受領後、速やかに提出してください。

	
	(1)　補助金請求書（第８号様式）
	

	
	(2)　補助金交付額決定通知書（第７号様式）の写し
	

	補 助 金 受 領 後
	☆補助金を受領した日から２週間以内に提出してください。

	
	(1)　工事等収支決算書（第９号様式）
	

	
	(2)  建築費又は購入費の領収書の写し
	

	
	(3)  会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し
	

	
	 (4)  会館の火災保険の保険証書
	

	
	☆総会終了後、速やかに提出してください。
	

	
	 (5)  総会決算報告書類※
	

	変 更 交 付 申 請
	☆補助決定通知書受領後、申請内容に変更が生じた場合、速やかに提出してください。

	
	 (1)  補助変更申請書（第５号様式）
	

	
	 (2)  工事変更設計書
	

	
	 (3)  工事請負業者が発行した見積書及び見積内訳書

	
	 (4)　資金計画変更書
	

	
	 (5)  その他区長から提出を求められた書類【資料５】
	


※注意　建物の一部購入・区分所有者が管理する集会施設の整備の場合には、別に必要な書類があります。

【資料５】
《補助申請添付資料》 
　　補助申請等には次のものを添付してください。
１　会館建設計画についての会員への広報紙（アンケート集計）
２　役員会、建設委員会等の会議資料（議事録を含む）
３　会員に示した建設資金計画書（調達）の資料
４　会員に示した借入金返済計画書の資料
５　工事請負業者の選定の経過が分かる書類（資料）
 (1)　選定方法
 (2)  見積書徴収（コンペ参加）業者
 (3)　選定業者及び選定理由
６　自治会町内会としての機関決定経過書類
 (1)　会館建設の意思決定
  　ア　会館を所有することの意思決定経過書類（第１段階）
    イ　会館建設案の意思決定経過書類（中間報告）
    ウ　会館建設の意思決定（最終段階）
７　総会の総会開催通知、議案及び添付資料
８　総会資料
 (1)　当日配付資料
 (2)  総会開催後の会員への周知資料（広報紙等）
《補助変更申請添付資料》 
１　建設設計変更についての会員への広報紙
２　建設設計変更についての役員会、建設委員会等の会議資料（議事録を含む）
３　会員に示した建設資金計画変更（調達）の資料
４　会員に示した借入金返済計画変更の資料
· お問い合わせ

	市民活力推進局　地域活動推進課　　℡　６７１－２３１７・２３１８

	鶴見区地域振興課
	５１０－１６８７
	金沢区地域振興課
	７８８－７８０１

	神奈川区地域振興課
	４１１－７０８６
	港北区地域振興課
	５４０－２２３４

	西区地域振興課
	３２０－８３８６
	緑区地域振興課
	９３０－２２３２

	中区地域振興課
	２２４－８１３１
	青葉区地域振興課
	９７８－２２９１

	南区地域振興課
	７４３－８１９１
	都筑区地域振興課
	９４８－２２３１

	港南区地域振興課
	８４７－８３８３
	戸塚区地域振興課
	８６６－８４１５

	保土ヶ谷区地域協働課
	３３４－６３０５
	栄区地域振興課
	８９４－８３９１

	旭区地域振興課
	９５４－６０９１
	泉区地域振興課
	８００－２３９１

	磯子区地域振興課
	７５０－２３９１
	瀬谷区地域振興課
	３６７－５６９１


· 市民活力推進局　ホームページ

http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/tishin/jitikai/
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会館建設･整備をスムーズに進めるために











（１）会館建設の意思決定は、どこ（機関）で行うのか。


（２）意思決定は、いつするのか。





課　題





建設済みの町内会からのワンポイントアドバイス（やってよかったこと）


「建設委員が、班会議に説明にいきました」


「かわら版（町内会新聞）に建設委員会からのおしらせコーナーを設けて定期的に情報提供をしました」


「最近新築した他の町内会館を見学し、会長さんに話を聞きました」





課　題





（１）用地確保の目途はあるのか。


（２）会館用地として、その場所は適当か。








課　題





（１）準備すべき総会資料


（２）総会の招集権者による総会開催の通知


（３）開催通知の内容








課　題





（１）総会の民主的な運営


（２）委任状の取り扱い


（３）表決権の行使


（４）総会の成立要件


（５）総会議事録の作成











課　題





（１）　業者選定の方法


（２）　特別代理人の選任


（３）　工事請負契約








ご注意ください！





課　題





（１）特別会計の設定


（２）監査機関の設置


（３）会館建設会計の報告








建設済みの町内会からのワンポイントアドバイス


「工事の経過を撮影し、回覧版でお知らせして、関心をもってもらいました」


　


　「最近新築した他の町内会館を見学し、会長さんに話を聞いた」


　





課　題





（１）建設工事着工の時期


（２）隣接居住者の方への協力要請


（３）建設設計の変更


（４）会員への広報








ご注意ください！





課　題





（１）会館の管理運営


（２）隣接居住者への配慮


（３）会館建設費の会計報告


（４）会館の保存登記








重要





第○号議案の自治会（町内会）会館の建設計画については、会則第△条により、出席者△△人のうち、賛成▽▽人、反対▼▼人で、可決された。








以上の議事録は総会議事内容に相違ないことを認めます。





　　　　　　平成○○年△△月▽▽日





                                     総会議長　◎◎　○○   印


                                     議事録署名人  ▽▽　△△   印








　この規約は、自治会・町内会設立に際して新たに規約を作成するための参考として例示したものです。この規約モデル（例）を参照され地域の実情にあった規約をお作りいただきたいと存じます。





　この規約は、町内会館を運営するための参考にしていただくために作成したモデル案です。





参　考





補助金を受けた会館について





横浜市自治会・町内会整備費補助要綱では、会の活動以外の団体への貸付などを禁止しています。会館の一部が常時占用されているような利用形態は要綱に反するおそれがあります。


利用料の徴収については、光熱水費・設備の維持管理に必要な範囲内であれば問題はないと思われます。


詳しくは、区役所地域振興課・市民活力推進局へご相談ください。
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